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本日ここに、３月市議会定例会が招集と相成りましたところ、議員の皆様方には公

私ともにご多用のところ、ご参集をいただき、本日から２２日間の予定をもちましてご

精励をいただきますことは、誠にご苦労様に存じます。 

 初めに、去る２月２３日に発生した暴風による被害の状況について申し上げ

ます。 

当地方を襲った暴風は、同日午後４時２６分に、最大瞬間風速２５．６メー

トルを記録し、ビニールハウスの被害をはじめ、家屋の屋根が飛ばされたり、

立ち木が倒されたりするなど、特に西部地域において被害が多く発生いたしま

した。 

 公共施設においては、梅田地内の水道部資材倉庫の屋根が飛ばされたのをは

じめ、長沼体育館や長沼東保育所の軒天井などの破損、白江こども園の樹木が

民地に倒れて乗用車４台を破損する被害など、９件が発生し、復旧には予備費

などをもって対応して参る考えであります。また、民間においても、住宅や物

置などの屋根の一部損壊や倒木など３７件の被害が発生し、岩瀬地区で停電が

２か所で発生し、１５０世帯に影響を及ぼしました。 

 農業関係では、パイプハウスの全壊が６棟、被覆ビニールの破損が２２４棟

で、被害額は７３１万８,０００円、農作物では、長沼地域の「にら」が２．１

３ヘクタール、花き類が１１アール、西袋地域の「きゅうり苗」が１１アール

で、被害額は６１２万４,０００円、被害総額は１,３００万円余となっている
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ことから、今後、関係機関と連携を取りながら、被害対策には迅速に対応する

など、万全を期して参る考えであります。 

被災されました皆様に対しまして、衷心よりお見舞いを申し上げます。 

さて、今期定例会におきましては、ただ今一括議題となりました平成２０年度各会

計予算をはじめ、市政当面の重要案件につきまして、ご審議をいただくこととなりま

すが、この際、今後の市政運営に臨む基本方針などを明らかにし、市政に対するご

理解とご協力を賜りたいと存じます。 

我が国は今、成熟社会の中、明治維新、戦後改革に次ぐ、大きな曲がり角に直面

し、市民生活をはじめ、社会や産業経済など、あらゆる面において変革の波が押し

寄せ、社会全体のあり様が根底から大きく変容しようとしております。 

人口減少と少子高齢化、高度情報化、環境・人権意識の高まり、地方分権の進展、

生活様式の多様化など、かつて経験したことのない速さで進む時代潮流のもと、市

民の皆様の価値観が大きく変化し多様化しているところであります。 

本市が将来にわたり持続的に発展し、真に豊かでゆとりある社会を形成していくた

めには、先人が孜々連綿として築き上げてきた香り高い文化と優れた伝統、歴史、

温かみのある風土や人情味あふれる市民性を最大の資本とし、市民の皆様と行政

が七重八重の確かなパートナーシップを構築し、国県依存の体質から脱却し、真の

地方分権社会における自己決定･自己責任のもと、先進的に取り組むまちづくりが求

められているところであります。 
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これらを踏まえ、本市まちづくりの基本をなす新長期総合計画「新生すかがわ２００

７」に基づき、「市民のしあわせの実現」のため、市民の皆様の英知や行動を市政に

積極的に生かす「市民力主役のまちづくり」を推進して行かなければなりません。こ

のため、市政情報の適正な公開、市民の皆様と共通認識、共同歩調のもと、市政を

運営し、市勢の伸展に努めて参る考えであります。 

初めに、市政が当面する懸案事項についてであります。 

今出ダム・県中地域水道用水供給企業団事業については、利水事業の中止は止

むを得ないとする同企業団公共事業評価委員会の意見を踏まえ、利水事業の中止

を決定し、昨年１２月に、同企業団において、県に対し協定解除を申し出たところで

あります。 

今後は、本年９月を目途に開催を予定している、ダム本体に係る福島県の公共事

業評価委員会の結果を見極めながら、構成市町村が一体となり、後世に悔いと負担

を残さないよう、努めて参る考えであります。 

新市建設計画における須賀川・長沼・岩瀬３地域の水道事業については、４月か

ら統合し、経営基盤の一層の強化と給水サービスの効率化を図り、水道料金につい

ては、当面、現行どおり３地域それぞれの料金体系とするものの、今後、市民の皆様

の理解を得ながら統一して参る考えであります。 

国民皆保険の中核として市民の健康保持増進に重要な役割を果たしている国民

健康保険事業については、一市町村一税率、税負担公平の原則に基づき、須賀
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川・長沼・岩瀬地域において、不均一課税となっておりました税率を統一すべく、国

民健康保険運営協議会の審議を踏まえて、１９年所得状況及び医療費の推移を見

極め、本格予算については、来る６月市議会定例会に提案して参る考えであります。 

行財政改革については、１７年度に策定した４０項目からなる行財政改革実施計

画に基づき推進しているところであり、これまでに、ワンストップサービスの推進や、

戸籍事務の電算化、指定管理者制度の導入、一般競争入札制度の拡大、支所組織

の見直し、さらには、定員適正化計画に基づく職員数の削減など、市民サービスの

更なる向上を目指し、効率的で効果的な行政運営に鋭意努めているところであり、

本改革の最重点項目の一つである職員数の適正化については、２０年度当初の職

員数が、基準年度となる１７年度（６４２人）と比較し、４４名減の５９８名となる見込みで

あり、一層効率的な組織体制として参る考えであります。 

岩瀬管内市町村で組織する岩瀬地方市町村長会については、本市と旧長沼町・

旧岩瀬村の合併により、構成市町村が一市一町一村となったことから、一層簡素で

効率的な組織運営のあり方について構成町村と鋭意検討を重ねてきたところ、３月

末日をもって現在の専任事務局を廃止し、同会が所管する外郭団体の事務は、そ

れぞれの会長職の市町村に移管し、改革・改善に取り組んで参る考えであります。 

次に、平成２０年度の当初予算についてであります。 

合併後、新市として４年目の予算となりますが、新市建設計画や新総合計画「新生

すかがわ２００７」を十分に踏まえ、地域の個性を尊重しつつ、新市の一体感の醸成
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を図ることを念頭に、市域の均衡ある発展と「市民のしあわせ実現」に資する予算の

編成に努めたところであります。 

国の地方財政計画によれば、地方の強い要望活動などが実り、２０年度の地方交

付税は、出口ベースで約１５兆４，１００億円、対前年度比１．３パーセントの増額とな

り、また、臨時財政対策債も約２兆８，３００億円、７．７パーセントの増額となるなど、こ

こ数年来の厳しい状況からすると一段落したところであります。しかし、その要因は新

設された地方再生対策費分の増額分によるものであり、これを除いた地方財政計画

の規模は、対前年度比マイナス０．２パーセントとなり、かつ、社会保障関係費や公

債費の増加が続く中、「骨太方針２００６」によって示された国の歳出抑制の方針は変

わっていないことから、今後の地方財政を取り巻く環境は依然として不透明であり、

厳しい状況が続くものと考えております。 

こうした状況の中、本市の予算編成のうち、市の歳入の根幹をなす市税について

は、課税客体の適正把握と収納率向上に努めることにより、９０億４，７７０万３千円、

対前年度比１億６２０万円、１．２パーセントの増を見込み、地方交付税については、

地方財政計画を受け、６３億６，０００万円、対前年度比６，０００万円、１．０パーセント

の増として計上し、財政調整基金から５億６，０００万円、減債基金から約１億１，６００

万円を繰り入れ、さらには臨時財政対策債の発行などにより財源を確保したところで

あります。 

なお、本市における道路特定財源については、２０年度当初予算における総額は
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６億８，６００万円で、このうち暫定税率分は約３億２，０００万円であります。これらに

ついては、現在、国会において審議しているところであり、廃止などに至った場合の

代替財源は、現時点において想定し、対応することは困難なことから、当初予算に

おいては、現行どおりの取り扱いがなされるものとして、計上したところであります。 

歳出については、児童手当など扶助費が約７，２００万円、４月から開始される後

期高齢者医療制度に対する負担金約５億８００万円、第三小学校校舎改築事業約５

億３，３００万円などにより増加する一方、一般職員数の減により、人件費が約１億３，

２００万円、義務的経費全体では約１，７００万円を減額し、一課一廃一新の精神のも

と、取り組んで参りました。 

各種事務事業については、「入りを量りて、出
い

づるを制す」のもと、限られた財源を

緊急性や効果性を十分考慮し、事業を厳選し、目的を達したものや効果が薄いもの

など１４事業を廃止、１５事業を縮減する一方、今求められている課題や時代の流れ

を的確に捉え、５５事業を新設、拡大・充実を図ったところであります。 

その結果、平成２０年度一般会計当初予算案は、昨年度当初予算に比べて、３億

９，２００万円、１．７パーセント増となる２３８億１，２００万円となりました。 

新たな主な事業は、第三小学校校舎改築、西袋第一小学校給食室の増改築、白

江、西袋第二、白方小学校の３児童クラブの新設、下の川総合流域防災事業、南部

地区都市再生整備事業などの都市基盤整備事業に加え、水田生産調整支援事業

費助成金の新設や私立幼稚園の就園奨励と運営費の補助金の充実、新地方交通
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システム構築事業（デマンドタクシー運行）の本格実施などに係る経費を計上すると

ともに、菜の花プロジェクト推進に係る経費を計上するなど、市民生活に密着した事

業や時代に即応した事業などを推進するために必要な財源を配分したところであり

ます。 

なお、私の市長としての任期は本年８月までですが、２０年度のうち５か月が経過

することなどから、市民サービスに支障をきたさないよう暫定予算とはせず、ほぼ通

年予算として編成したところでありますので、ご理解を願います。 

続きまして、２０年度における主要施策について、新長期総合計画｢新生すかがわ

２００７｣に基づき、ご説明申し上げます。 

第一に、市民力主役のまちづくり｢市民参画の推進｣についてであります。 

地方自治を取り巻く環境は大きく変化し、地域の特性を生かした個性ある、オンリ

ーワンのまちづくりが求められている今日、毛利元就の「三本の矢の訓え」にあるよう

に、市民、事業者、行政などが、まちづくりへの目標と課題を共有し、お互いが対等

の立場に立って、適切な役割分担のもと、連携、協力し、市民の皆様が持つ英知や

情熱、行動、多様な意見を市政に積極的に反映させながら、まちづくりを進めていく

ことが、ますます重要になってきております。 

このため、市広報やホームページをはじめとする広報機能、市民懇談会や高齢者

市政トーキング、市民提案制度、市長Ｅメール、市長ファックス直通便、さらには１９

年４月に開設した長沼、岩瀬地域を対象とした移動市長室などの公聴機能を一層充
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実させ、引き続き市域の一体性の確保を図るとともに、透明性の高い、わかりやすい

市政を展開して、市民と行政とが協働して取り組む仕組みや体制を一層確立し、市

民力主役のまちづくりを進めて参る考えであります。 

地域情報化については、市役所、学校など公共施設を相互に高速回線で接続す

る「地域イントラネット」を構築し、行政情報や教育情報など、効率的で質の高い行政

サービスの提供に努めてきたところ、これらの取り組みが、情報関連業界で高く評価

され、日経ＢＰ（ビジネスパブリケーション）社が行った「第１回 自治体ＩＴガバナンス

ランキング」において、全国第２位に格付けされたところであります。 

この調査は、自治体の「基本戦略」「推進体制・人材育成」「予算・実行計画・評価」

など、６項目を総合的に評価したものであり、今後ともこれらの評価を十分に体し、市

民の皆様の満足度を第一義に、一層の市民サービス向上のため、地域情報化を積

極的に推進して参ります。 

コミュニティづくりの推進については、地域の防災、防犯や環境美化など、安全で

安心な地域づくりを推進するうえで、市民相互の連帯意識の高揚と、特色ある伝統・

文化の継承、地域力の向上が、重要な課題となってきていることから、行政区・町内

会などが主体となって行う、ふるさとづくり支援事業やふれあい花壇支援事業を引き

続き継続して行い、更なる地域コミュニティの活性化を促進して参ります。 

男女共同参画社会の推進については、一人ひとりがいきいきと輝くため、男性も

女性も性別にとらわれることなく、自らの意思で、生き方を選択し、個性と能力が十分
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に発揮できる社会の実現が希求されていることから、「すかがわ男女共同参画プラン

２１」第２次計画を見直し、男女共同セミナーの開催や地域指導者の養成を進めて参

ります。 

第二に、生涯育むまちづくり｢教育文化の向上｣についてであります。 

教育は、次代の担い手を育成する重要な役割をもっています。 

須賀川医学校に学び、後に逓信大臣などを務めた後藤新平翁は、「一に人、二に

人、三に人」と、物事を進めるに当たって、人づくりに重点を置いていましたが、子ど

も達の豊かな心と創造性を育み、国際化や情報化そして少子化などの社会変化に

対応できる「生きる力」を身につけるには、安心で良好な教育環境を確保することが

極めて重要であり、学校施設の計画的な整備を図って参ります。 

２０年度においては、第三小学校の校舎改築に着手するとともに、狭隘で老朽化

した西袋第一小学校給食室の増改築事業を行って参ります。 

幼児教育の振興については、私立幼稚園に通園している３歳から５歳までの園児

の保護者を対象に、保育料の補助を拡充するとともに、私立幼稚園の運営費補助金

を増額して参ります。 

また、保護者や地域住民の意見を広く聞く幼稚園評議員制度を導入し、幼稚園

（こども園も含む）と家庭・地域社会の連携強化を一層図り、特色ある開かれた幼稚

園づくりを推進して参ります。 

学力の向上については、小学校４年生から中学校３年生までを対象とした総合学
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力調査を引き続き実施し、この結果をもとに、児童生徒個々の学習状況に応じた指

導を充実させ、小・中学校間の学習内容や指導方法などについて円滑な連携を図

って参る考えであります。 

ふるさと理解教育については、本市の自然・歴史・政治経済・産業・偉人などを解

説した副読本「わたしたちの須賀川」を活用し、中学１、２年生の学習プログラムに組

み入れ、ふるさとの歴史などを学び、理解を深め、郷土愛を育む教育を実施して参

る考えであります。 

特色ある学校づくりの推進については、各学校の教育目標達成を支援するため、

各学校が独自に特色ある教育活動に取り組めるよう、予算を拡充して弾力的に運用

することができるようにし、地域の特性を教育活動に生かすとともに、ふるさとを愛し、

豊かな心を育てる学校づくりを引き続き実施して参る考えであります。 

特別支援教育の充実については、心身ともに障がいをもち、特別に支援が必要な

園児・児童生徒に対し、適切な生活介助や学習サポートを行う支援員を増員し、支

援時間の延長を図るとともに、特別支援教育研修会を開催し、指導体制の強化と支

援員の資質向上を図り、制度の充実を期して参ります。 

家庭教育の充実については、家庭は、子どもが成長していくうえで、人間形成の

原点となるものであることから、各幼稚園、小・中学校が相互に連携を図りながら、保

護者を対象に、子どもの成長過程に応じた課題や子育てについて学ぶ講座を拡充

するほか、各公民館においても、親子のふれあいなどを目的とした講座を開催し、家
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庭の教育力の向上に努めて参ります。 

生涯学習の振興については、近年、市民意識の高度化、価値観の多様化などに

より、市民の皆様の生涯学習活動への関心が年々高まってきていることから、生涯学

習審議会から答申を得た基本構想をもとに、生涯学習振興計画を策定し、市民の学

習意欲とニーズを的確に把握しながら、生涯学習情報の提供や、公民館などにおけ

る各種講座、研修会の開設を通じて、各種技能・知識をもった人材の育成を図り、自

発的な学びによる自己実現の支援に努めて参ります。 

市民体育の振興については、市民の皆様の年齢や体力、技術、趣味、目的に応

じて、「誰でも、いつでも・どこでも・いつまでも」自主的にスポーツに親しむ総合型地

域スポーツクラブの育成・支援に努めるとともに、多くの市民がウォーキングやジョギ

ングなどに利用できる（仮称）阿武隈川ウォーキングコースを整備し、市民の体力づく

りに資して参ります。 

次代を担う青少年の健全育成については、「子どもは地域の宝」であり、地域、学

校、家庭が三位一体となり、取り組んでいくことが求められていることから、各種団体

や地域住民との連携のもと、社会体験や自然体験活動の機会拡充を図るとともに、

少年センターを拠点として、社会環境の浄化にも取り組んで参ります。 

芸術文化の振興については、各種文化団体活動を支援するとともに、「少年劇場」

や「中学生芸術鑑賞事業」「文化センター自主事業」などにより、それぞれ幼、小・中

学生並びに一般市民を対象に、優れた芸術文化の鑑賞機会の拡充に一層努めて
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参ります。 

文化財の保護活用については、国指定史跡「上人壇廃寺跡」の確認調査などを

行い、先人が残した貴重な文化遺産を後世に引き継ぎ、市民の皆様が文化財を通

して郷土の歴史を理解し、文化財の愛護精神を醸成するよう努めて参ります。 

第三に、心ふれ合うまちづくり｢保健福祉の充実｣についてであります。 

団塊の世代の大量退職など、高齢化の波は今、大きなうねりとなって押し寄せ、今

世紀の半ばには、３人に１人は６５歳以上の高齢者で占められる超高齢社会に突入

します。本市の高齢化率は１月末現在で、２０．３５パーセントであり、国県の平均よ

り若干低く推移しているものの、歳月を経るごとに上昇の一途を辿っているところであ

ります。このため、高齢者の皆様が、長年にわたって培われた豊かな経験を生かし、

元気で生き生きと地域において生活し、活躍することが求められ、老人クラブなど

の活動を積極的に支援するとともに、ふれあい交流や生きがいづくりを進める

高齢者サロン事業を引き続き実施し、高齢者が長命の喜びを実感できる環境づ

くりに努めて参ります。 

また、介護により施設入所を要する高齢者施策については、特別養護老人ホーム

が、岩瀬地域に２０年度に開所予定の５０床、滑川地域には２０年度から２か年で５０

床が整備され、計画目標である７１０床が達成されることとなり、小規模多機能型居宅

介護施設については、長沼地域に２０年度に一施設が開所することとなり、今後とも、

介護サービス基盤の整備を一層図り、施設入所の待機者解消に努めて参る考えで
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あります。 

介護保険については、税制改正の影響により、介護保険料が大幅に上昇する方

に対して、激変緩和措置を引き続き講じて参る考えであります。 

高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画は、３年ごとに見直しを行い、時代に

即した計画としているところであり、２１年度を初年度とする「第五次高齢者保健福祉

計画と第四期介護保険事業計画」の策定に当たり、現計画の事業評価や新たな課

題に対応した施策を検討するとともに、アンケート調査を実施し、市民の皆様の意見

や要望を新しい計画に反映させて参る考えであります。 

後期高齢者医療制度については、医療制度改正により、４月から、７５歳以上の高

齢者を対象に、県内全市町村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合のもとで、

実施されます。本市においても、新たに生じる保険料徴収業務に加え、申請や届出

などの窓口業務を行うことになり、保険料については、介護保険料と同様に、原則と

して４月支給分の年金から特別徴収となることから、老人保健医療から後期高齢者

医療への移行に支障をきたさないよう、周知徹底を図りながら、制度施行に万全を期

して参る考えであります。 

児童福祉の増進については、近年、核家族化やライフスタイルの多様化などに対

応して、仕事と家庭の両立、あるいはその他の社会活動と子育ての両立を可能として

いくことが少子化対策の重要な課題となっており、保育と教育環境の整備が求めら

れています。  
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特に、乳幼児期は、人間形成の基礎が培われる重要な時期であることから、０

歳児から就学前までの乳幼児を対象に、幼保一体化施設となる、白方こども園を

４月に開所し、児童福祉の増進を期して参ります。 

また、就労などのため昼間、家庭に保護者がいない小学校低学年児童対策につ

いては、各小学校区に一施設を目標に、児童クラブの設置を進めているところであり、

暫定的に開設していた白江小学校を含め、西袋第二小学校、白方小学校に児童ク

ラブを設置するとともに、大森小学校など６学区において、「放課後子どもプラン事

業」にも取り組み、学校放課後における子どもの安全・安心な活動拠点づくりと、地域

人材の育成・活用を通じた活動体制の整備を図って参ります。 

障がい者福祉の増進については、障がいのある方が住み慣れた地域で自立し

た生活を送るノーマライゼーションの理念のもと、社会活動に参加できるよう、

在宅福祉サービスの充実に努めているところであります。「障害者自立支援法」

の施行以来、自治体の果たすべき役割はますます増大していることから、障が

い福祉サービス提供事業者や保健・医療･教育・雇用関係者などが参画し、地域

の福祉増進課題について整理し、解決していく地域自立支援協議会を新たに設

置して、相談体制の更なる充実を図って参る考えであります。 

市民の健康増進については、市の保健計画「健康アップ２１」や「すこやか親子２

１」計画に基づき、市民の皆様が心身共に健康で、安心して心豊かに暮らせるよう、

生活習慣病と介護予防をはじめ、各種疾病の予防と、早期発見、早期治療につなが
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る各種保健施策を、引き続き計画的に推進しているところであり、２０年度からは、

「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、４０歳から７４歳の方を対象とした、

特定健康診査と保健指導が義務づけられたことから、これまで実施してきた集団健

診に加え、受診する時間や場所が選択できる個別健診を導入して、受診者の利便

性を図り、受診率を向上させ、併せて、特定保健指導により、糖尿病、高血圧症、脂

質異常症などのメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策に取り組んで参りま

す。 

また、妊婦と胎児の健康保持を目的とした妊婦健康診査では、第３子以降の妊婦

健診を５回からさらに、１５回目まで公費負担を拡充し、妊娠出産にかかる経済的負

担を軽減し、少子化対策の一助として参ります。 

地域医療の充実については、基幹病院である公立岩瀬病院の改築計画を支援し、

地元医師会、病院と連携を密にしながら、市民が安心して医療が受けられる体制の

構築に努めて参る考えであります。 

突発的な心肺停止に陥った場合に備え、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を小・中学

校全校と体育施設に順次設置してきたところですが、東、西袋、稲田、小塩江、仁井

田の各公民館、文化センター、博物館の社会教育７施設に新たに設置し、緊急時の

対応に努めます。 

第四に、安全安心なまちづくり｢快適生活環境の実現｣についてであります。 

地球は今、大きな危機に瀕しようとしています。地球誕生の約４６億年前から、長
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い歳月をかけて蓄積、形成されてきた天然資源の恵みを活用し、人類が物質的に豊

かな社会を形成してきましたが、大量消費、大量廃棄という経済社会システムは、膨

大な量の廃棄物を生み、環境汚染や地球温暖化など、地球規模での環境問題を引

き起こし、人類の営みは、母なる地球に大きな爪あとを残しつつあり、人類と自然環

境が共存できるかどうかの大きな瀬戸際に立たされているところであります。 

限りある資源の循環と更なる環境負荷の低減が、市民生活の分野においても強く

求められていることから、市においては、様々な資源を有機的に連携させ、遊休農

地を活用した「菜の花プロジェクト」を推進しているところであります。これは、遊休農

地などに菜の花を植えて、ナタネを収穫し、搾油したナタネ油を料理に使い、

搾油時の油かすを肥料や飼料として使い、廃食油は回収し、石鹸やＢＤＦ(バイオ

ディーゼル燃料)に循環させていく、地域自立の資源循環運動であり、これまで、

民間事業者、関係団体、行政などで組織する「須賀川市菜の花プロジェクト推進協

議会」を設置するとともに、遊休農地を活用して、モデル的に菜の花作付けの実施、

公立岩瀬病院や学校給食での廃食油の回収、庁用車やゴミ収集車へのＢＤＦの利

用、シンポジウムの開催などを行ってきたところであり、２０年度においては、このプロ

ジェクトを一層実効あるものとすべく、生成してできたナタネ油を学校給食において

活用するとともに、この計画を多くの市民や団体と連携し、循環型社会構築へのスク

ラムを組みまちづくりや地域づくりの市民協働のシンボル運動として、裾野を拡大し

て参る考えであります。 
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廃棄物の抑制については、市の一般廃棄物処理基本計画において定めた、市民

１日あたりのごみ排出量やリサイクル率の達成を目指し、容器包装廃棄物のリサイク

ルなど、様々なごみ減量化施策に取り組んでいるところであり、市民の皆様と協働し

ながら、ごみ減量とリサイクルの促進に努めるとともに、学校給食から出る生ごみ（残

菜・残飯）を堆肥化し、市内の小・中学校全校で花壇などの肥料として有効活用を図

り、今後も地球環境に対する負荷軽減に取り組みながら、環境に関する生きた教材

として、授業や学校活動などに積極的に取り入れて参る考えであります。 

環境保全については、環境基本計画で目標としている基準年比マイナス６パーセ

ントの達成に向けて、小学生や市民、事業者を対象に、エネルギーの消費量や二酸

化炭素の排出量の削減に取り組む「すかがわ環境エコクラブ事業」や啓発活動を引

き続き推進し、地球温暖化に対する認識を一層深めていただき、市民の生活様式全

般にわたる見直しを促進して参ります。 

河川の水質汚濁防止対策については、釈迦堂川水系水質汚濁対策連絡協議会

を推進母体とし、上水道の水源である釈迦堂川やその支流河川の水質を保全する

監視活動を引き続き行うとともに、市民の皆様の自発的な水環境保全に対する意識

向上を図るため、水質浄化に効果のある微生物を活用した啓発を推進して参りま

す。 

汚水対策については、衛生的で快適な生活環境の確保や、河川など公共用水域

の水質保全を図るべく、公共下水道、農業集落排水、浄化槽設置整備事業の３つの
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柱をもって取り組んでいるところであり、これまでの汚水処理人口普及率は、１８年４

月に国の認定を受けた地域再生計画「新生須賀川水環境整備計画」の目標値を上

回り、６４．７パーセントに達し、順調に進捗しております。 

公共下水道事業については、中心市街地周辺の人口集中地区や住宅団地など

を中心に整備を進め、古戸及び岩渕泉田地区の一部において供用を開始した農業

集落排水事業については、２０年度に完了を予定している岩渕泉田地区と木之崎第

２期地区を整備するとともに、稲・松塚地区の事業の着手や大桑原地区の事業採択

に向けて取り組み、浄化槽設置整備事業については、下水道などの処理区域を除く

市内全域を対象に、設置費用の一部を引き続き補助し、汚水対策を進めて参る考え

であります。 

市民の生命身体・財産を守り、地域の安全安心を担う消防団については、引き続

き消防団員の確保に努めるとともに、消防屯所、消火栓、消防資器材などの充実に

努め、各分団の均衡ある消防力の強化を図って参ります。 

また、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防災の観点から、自主防災

組織が設立されていない地域に対し、引き続き設立の促進を図るとともに、自主防災

組織のリーダーを対象とした講習会の開催や年次計画により、防災資器材を配置し、

各町内会（行政区）と連携して災害に強いまちづくりに努めて参ります。 

防犯対策については、安全で快適な市民生活を実現するため、防犯ボランティア

の育成･支援に努めるとともに、現在地域の安全活動に活用されている防犯ジャンパ
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ー・帽子などについても、町内会や行政区などに引き続き貸与し、地域との連携を密

にして安全で住みよいまちづくりに努めて参ります。 

防犯灯の設置についても、地域の要望を踏まえ、積極的に整備していくとともに、

既存防犯灯の維持管理についても万全を期し、犯罪の抑止に努めて参ります。 

市民生活や産業活動を支える都市基盤の整備についてでありますが、市道につ

いては、舘ヶ岡から袋田に至る市道２－１号線の「里橋」の架け替えを実施するため、

その詳細設計と取り付け部の一部改良工事の着手、市道１－１２号線の仁井田字関

下から県道安積長沼線「季の郷」入り口に至る区間を引き続き整備し、東北新幹線を

またぐ保土原橋外２橋の落橋防止工事の早期完了を目指して参ります。 

地方特定道路整備事業として、仁井田地区のほ場整備事業に併せた市道２－２８

号線を完成させるとともに、道路改良９路線、舗装新設６路線、簡易舗装２５路線、側

溝整備１６路線の整備に加え、市道１－２７号線・上小山田地内の準用河川取上川

に架かる百目木橋について、補修・補強を実施して参ります。 

県事業である国道１１８号「松塚バイパス」、主要地方道中野・須賀川線「袋田バイ

パス」については、一日も早い工事着手が図られるよう、国・県に対し強く要望して参

ります。 

都市計画道路については、中心市街地を東西に横断する「丸田翠ヶ丘線」の市博

物館入り口前から見晴橋までの愛宕山工区の築造に着手するとともに、「大町浜尾

線」の緑町工区や「関下一里坦線」、「北向狐石線」の整備に係る用地取得などに取
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り組んで参ります。 

大町地区を中心とした須賀川駅並木町線（県道須賀川二本松線）の拡幅整備に

伴い、中心市街地活性化の観点から、地域の皆様が主体的に参画いただき検討を

進めてきた南部地区まちづくりについては、景観などを含めた良好な住環境の整備

や賑わいとコミュニティの活性化を図るため、国の「まちづくり交付金」補助事業を活

用し、安全、安心、安住の｢あんみっつ｣のまちづくりに段階的に取り組んで参る考え

であります。 

古屋敷地内の「下の川」の河川改修は、国庫補助の採択を待って、測量と地質調

査を実施するとともに、防災対策として、仲の町地内の内水排水施設を整備して参り

ます。 

公園緑地については、市民の皆様が安全で快適に利用できるよう、適正な維持管

理と整備に努めるとともに、市民参加を得て展開している「ふれあい花壇」支援事業

については、生ごみリサイクル活動団体の協力による堆肥を活用し、地域の皆様に

よる花の苗植え付けとともに、牡丹植栽の普及を行い、牡丹が咲き誇るまちづくりと、

環境にやさしい循環型地域づくりに資して参ります。 

土地区画整理については、山寺地区、諏訪町地区が、清算事務の最終段階を迎

えたことから、権利確定などを行うとともに、須賀川駅前地区においては、施設整備

で残っている公園の早期整備に努め、事業完了を目指して参ります。 

新地域交通システムの構築については、少子高齢化の急速な進行に伴い、高齢
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者をはじめとする交通弱者の足の確保が、喫緊の課題となっていることから、予約制

乗合タクシー、いわゆるデマンドタクシーの本格運行に向け、既存の交通事業者、

関係者などと協議を進めて実施して参る考えであります。 

開港１５周年を迎える福島空港についてでありますが、近年の地方空港を取り巻く

現状は、国の航空政策の方針転換などにより、その存続を含め地域間競争が激化

する時代が到来してきております。 

このような中、政府は２月、アジア諸国との連携強化を図るアジア・ゲートウェイ構

想の一環として、成田、羽田を除く地方空港から香港・マカオへの航空路線自由化

を決定したところであり、このことは、香港や台湾チャーター便に実績のある福島空

港にとって更なる国際化推進の好機となるものであり、これら新たな国際便の定期路

線化に向け、空港設置者である県や関係機関などと連携を図りながら対応して参る

考えであります。 

第五に、働きがいあるまちづくり｢産業振興の促進｣についてであります。 

初めに、農業の振興についてであります。 

「農は国の本」(帝範)といわれるように、農業は政治経済の基本として、重

要視されてきたところでありますが、わが国の食料自給率は、先進国中最低水

準の３９パーセントであり、国では、食料・農業・農村基本計画において、２

７年度を目途に４５パーセントまで引き上げることとしていますが、１８年度

実績は３９パーセントで、目標達成はかなり厳しい状況にあり、また、世界的
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な原油の高騰や穀物のバイオエタノール化が、国産農産物の生産コストや畜産

農家の飼料コストに大きな影響を与え、農業を取り巻く経営環境は一層厳しく、

悪化の一途を辿っているところであり、加えて、オーストラリアの干ばつを起

因とする小麦の取引価格の暴騰や中国で製造された餃子への農薬混入問題など、

食の安定供給と安全性の確保に大きな影を落としており、食と農を抜本的に見

直し、食料自給率向上と地産地消の推進が、強く求められているところであり

ます。 

これらの状況を踏まえ、次の農業施策に重点を置き、農業経営の安定化に資

して参る考えであります。 

水田農業経営の確立対策については、先般、県から配分があった２０年産米

の生産目標数量は１５，４１０．２トンで、前年に比べ３２０．１トン、２パ

ーセントの減となり、本市水田面積５，４９３．３７ヘクタールに対して、作

付けできる面積は２，８５３．７４ヘクタール、５１．９５パーセントと、年々

厳しさが増している状況にあります。 

米価の安定を図るには、生産調整対象全農家の参加が条件となることから、

市独自の助成措置を講ずるとともに、関係各機関と連携しながら、生産調整を

絡めた営農指導などを実施して参ります。 

農地・水・環境保全向上対策については、１９年度において３０地区が参加

し、地区の農業施設の改修や草刈りなどの作業に取組んできたところであり、




